
とやま手わざアワード 2025作品募集要項 

 

１ 趣 旨 

 日頃から鍛錬している技を競い、技能優秀なものを授賞することにより、今後の活動

の励みとするとともに伝統工芸品の技術・技法の向上を図る目的で行います。 

  また、一般投票による賞を設けることで、第 45回富山県伝統的工芸品展来場者の伝統

工芸品への理解を深める機会を創出します。 

 

２ 応募資格 

   次の各号のいずれかに該当するものとします。 

（１）経済産業大臣指定伝統的工芸品及びこれに準じる伝統工芸品制作に従事してい

る個人、グループ、企業 

（２）富山県指定伝統工芸品制作に従事している個人、グループ、企業 

（３）次の「３応募条件（１）」の工芸品制作に従事している個人、グループ、企業 

（４）次の「３応募条件（１）」の工芸品制作を学んでいる学生等（大学院生、大学生、

専門学校生、高校生等を対象とし、カルチャースクールや個人教室の受講者は

対象としません。） 

 

３ 応募条件 

    次の各号のすべてを満たすものとします。 

（１） コンテストの審査対象となる工芸品は、金工品、木工品、漆芸品、和紙製品、

菅製品、陶器、土人形とする。 

（２） 特殊な取扱いが必要ではなく、日常生活で使用されるものであること（冠婚葬

祭や節句等で使用するものを含む。）。 

（３） 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は手作業であるこ 

と。 

（４） 一般消費者の購入を想定し、適正な価格で販売可能なもの 

（５） 横幅 450㎜×縦 360㎜×高さ 360㎜に収まるサイズであること。 

（６） 全国規模及びそれに準ずるコンクールで受賞したことがある作品は除く。 

 

４ 応募方法 

（１）「２応募資格（１）（２）」に該当する方は、各伝統工芸品産地組合を通じてご応

募ください。応募方法は各伝統工芸品産地組合にお問い合わせください。 

（２）「２応募資格（３）（４）」に該当する方は、専用の出品申込書に必要事項を記入

いただき、電子メールで「10 問い合わせ先、書類等の提出先」までご応募く

ださい。なお、書面にて予備審査を実施し、予備審査を通過した作品３点程度

について、本審査に諮るものとします。    

【提出期限】令和７年８月 15日（金）17時 必着 

 

 



５ 応募作品の搬出入 

「２応募資格（１）（２）」に該当する方の搬出入については、各伝統工芸品産地組合 

にお問い合わせください。 

（１）搬入について 

「２応募資格（３）（４）」に該当する方で、予備審査を通過した方におかれまし

ては、次のいずれかの方法で応募作品を搬入してください。 

（ア）事前搬入…第 45回富山県伝統的工芸品展開催前に事務局に搬入する方法 

   ※ 県外からご応募の場合は、運送での搬入も可能（運送料は応募者の負担

とします。） 

【搬入期間】令和７年９月 17日（水）～10月１日（水） 

            ※ 土日・祝日を除く 

【搬 入 先】富山県伝統的工芸品展運営委員会事務局 

※ 搬入先住所は別途ご案内します。 

（イ）直接搬入…第 45回富山県伝統的工芸品展開催初日に搬入する方法 

   【搬入期間】令和７年 10月３日（金）８時～９時 30分 

   【搬 入 先】イオンモール高岡 

（２）搬出について 

（ア）事務局での一時預かり･･･事務局で搬出し、後日お受け取りいただく方法 

   ※ 県外からご応募の場合は、運送での搬出も可能（運送料は応募者の負担

とします。） 

（イ）直接搬出･･･会場から直接搬出する方法 

  【搬出期間】 令和７年 10月 11日（土）17時頃 

  【搬出場所】 富山駅 

      

６ 審査方法、審査基準及び審査員 

  （１）審査方法について 

審査方法は審査員による審査と、来場者による一般投票方式での審査の２種類

があります。各賞により審査方法が異なりますので、詳細は「７ 各賞」をご

参照ください。 

（２）審査基準について 

審査員による審査の基準は以下のとおりとします。 

（ア）高度な技術又は技法を駆使したもの 

（イ）形状、模様、色彩、機能、品質などが特に優れているもの 

（ウ）市場性を有するもの 

なお、一般投票方式での審査については審査基準を設けず、来場者の気に入っ

た作品に投票してもらう方法で実施し、最も多く票を得た作品に「ピープルズ

チョイス作品賞」を授与します。また、「ピープルズチョイス作品賞」に投票

した来場者には抽選でプレゼントを贈呈する予定としています。 

  （３）審査員について（予定） 

     審査員は経済産業大臣指定伝統的工芸品産地組合等の有識者、富山県総合デザ



インセンター関係者、富山県伝統的工芸品展運営委員会委員長による審査を予

定しています。 

 

７ 各賞 

（１）グランプリ １点  副賞：50,000円 

   （「２応募資格（１）（２）」対象者の作品から審査員が選考） 

（２）準グランプリ １点  副賞：20,000円 

   （「２応募資格（１）（２）」対象者の作品から審査員が選考） 

（３）ピープルズチョイス作品賞 １点  副賞：10,000円 

   （全体（※）から一般投票で選考 ※予備審査を通過した作品が対象） 

（４）奨励賞～全体部門～ １点  副賞：10,000円 

   （全体（※）から審査員が選考  ※予備審査を通過した作品が対象） 

（５）奨励賞～伝統工芸部門～ １点  副賞：10,000円 

   （「２応募資格（１）（２）」対象者の作品から審査員が選考） 

 

８ 審査日、結果発表、応募作品の展示 

（１）審査日  

（ア）審査員による審査  令和７年 10月３日（金） 

（イ）一般投票による審査 令和７年 10月３日（金）～５日（日）正午まで 

  ※いずれもイオンモール高岡イベント会場にて実施 

（２）結果発表 

令和７年 10月５日（日）15時頃 

 ※イオンモール高岡イベント会場にて発表 

  ※後日、県ＨＰでも掲載予定 

（３）応募作品の展示  

（ア）令和７年 10月３日(金)～５日(日)イオンモール高岡イベント会場 

   令和７年 10月 11日（土）富山駅イベント会場 

※ 予備審査を通過し本審査に進んだ応募作品に限ります。 

（イ）受賞作品に限り、別途年度内に首都圏でも展示を予定 

 

９ 注意事項 

  （１）作品の運送中のトラブル（紛失・破損など）について主催者は責任を負いませ 

ん。 

（２）主催者は展示期間中厳重に保管・保全に務めますが、天災及びその他不可抗力

によって生じた損害についてはその責任を負いません。 

（３）陳列方法については、ご希望に添えられない場合がございますので、予めご了

承ください。 

（４）意匠権等は応募者に帰属するものですが、展示や画像の掲載等については主催

者が優先するものとします。 

（５）著しい不備・違反があった場合、審査対象から除外し、審査結果発表後に発覚



した場合であっても授賞を取り消すことがあります。 

（６）応募様式等に記入した個人情報は、当アワード運営のためにのみ使用し、その

他の目的には使用しません。 

 

10 問い合わせ先、書類等の提出先 

〒930-8501 富山県新総曲輪１番７号 

  富山県伝統的工芸品展運営委員会事務局（富山県商工労働部伝統産業支援課内） 

  担当：平野 

※ 受付時間は、８時 30分から 17時 15分まで（土日・祝日を除く） 

  TEL：076-444-3247（直通） 

E-mail：achiikisangyoshinko@pref.toyama.lg.jp 

 


